
 

船舶事故調査報告書 

令和元年５月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 火災 

発生日時 平成３０年１２月２０日 ０８時００分ごろ 

発生場所 福井県美浜
み は ま

町丹生
に ゅ う

漁港 

 船通
ふなとおし

埼灯台から真方位０４５°１,０９０ｍ付近 

（概位 北緯３５°４２.６′ 東経１３５°５７.９′） 

事故の概要 遊漁船力
りき

丸は、係留中、火災が発生した。 

事故調査の経過 平成３１年１月２５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

遊漁船 力丸、７.３トン 

ＦＫ２－２２７４（漁船登録番号）、個人所有 

第２５１－１９１７６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 発電機の配線等に焼損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ２ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  本船は、岸壁に係留中、主機駆動の発電機によりバッテリを充電す

る目的で主機を始動した後、無人となっていた。 

本船は、煙が出ているのを船舶所有者に発見され、船長が、知らせ

を受けて戻り、操舵室で主機を停止して機関室を見たところ、発電機

付近が燃えていることを認めたものの、多量の黒煙が噴出してきたの

で、消火を断念して１１９番通報を行い、来援した消防署員の消火作

業により鎮火した。 

 本船は、消防署の調査により、発電機の電気配線が短絡して被覆材

が発火し、周囲の可燃物に燃え広がった可能性が高いことが判明し

た。 

 本船は、バッテリの充電ができないことがあったので、発電機等の

点検修理を行う予定であった。 

分析  本船は、岸壁に係留中、機関室内の発電機の電気配線が短絡したこ

とから、被覆材が発火して付近の可燃物に延焼したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、岸壁に係留中、機関室の発電機の電気配線が短

絡したため、被覆材が発火して付近の可燃物に延焼したものと考えら

れる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

・電気配線は、定期的に外観等の点検及び絶縁抵抗計測を行うこ

と。 

 


